
 

 

小郡鳥栖南スマートインターチェンジ周辺地域のまちづくり方針 

検討区域における地域の自然環境や住環境を守りながら、将来的に予想される人口減少・少子高齢化への対

応、激甚・頻発化している自然災害への対応、営農環境の維持等の課題解決に向けて、市と地域とが協働でま

ちづくりに取り組んでいくため、土地利用構想の検討、作成を行った。 

作成にあたっては、土地利用構想作成の背景、目的を整理した上で、上位・関連計画における検討区域の位

置づけ、検討区域の現状や課題、地域の持つポテンシャル等を踏まえ、まちづくりの基本的方向を設定し、土

地利用構想を作成した。 

 

(1) 検討区域の位置・範囲 
検討区域は、小郡鳥栖南 SIC 東側に隣接して位置し、西側を南北に走る九州自動車道と東側を南北に流

れる宝満川に挟まれた区域である。 

 

図 1 0検討区域位置図 

 

(2) 検討区域の基本 報・特性 

検討に先立ち、検討区域の土地利用現況や土地利用規制等の基本情報を整理した。 

表 1 検討区域の基本 報・特性 

 項目 内容 

1 位置・地形 

・土地利用

現況 

 小郡市の南西部に位置し、佐賀県鳥栖市と隣接した地域 

 地形は概ね平坦 

 本地域の北側は旧来からの市街地であり、小郡市の中心拠点として行政・業務機

能を配し、本地域の南側は田園地帯 

2 面積  約 250ha 

3 道路・交通  検討区域の西側を南北に九州自動車道が縦断しており、小郡鳥栖南 SIC が存在 

 主要幹線道路は、主要地方道鳥栖朝倉線（県道 14 号）、主要地方道久留米小郡線

（県道 88 号）、下町・西福童 16 号線（都市計画道路三沢西福童線） 

 公共交通は、検討区域内の東側を西鉄天神大牟田線が南北方向に走っていて、区

域内の北東に西鉄端間駅が存在 

4 公共施設  小郡中学校、小郡地域運動広場 等 

5 土地利用に

係る規制及

び都市基盤

整備・市街

地整備の状

況 

 広範囲が市街化調整区域で農振農用地の指定あり 

 市街化区域と隣接する検討区域内の北側から、南側の既存集落の一部に及ぶ区域

を令和 3 年に市街化区域に編入し、新たな住宅地及び地域に不足している生活利

便施設の誘導を推進 

 平成 23 年に既存集落を中心に都市計画法第 34 条第 11 号の区域指定を行

い、一戸建て専用住宅の建築は許容 

 久留米地方拠点都市地域基本計画

において「小郡リバーパーク拠点地

区」に指定され、西鉄端間駅周辺と

市道下町・西福童 16 号線沿道部に

おいて、地区計画によるまちづくり

を推進 

 宝満川地区は、小郡市景観計画にお

いて「景観形成重点地区」に指定 
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(3) 上位・関連計画における位置づけ等を踏まえた留意事項 

上位・関連計画の整理結果を踏まえ、検討区域におけるまちの課題やまちづくりの方向性等を検討する

うえで留意すべき観点を以下の 4 点に整理した。 

 

留意すべき観点１ 持続可能な集約型のまちづくりの推進 

・ 本市の都市づくりの方向性として掲げている「コンパクト・プラス・ネットワーク」の

実現に向けて、現状市街化調整区域である検討区域においても、今後の土地利用規制の

見直しの可能性を念頭に、鉄道駅等の拠点を中心とした都市機能の集積とその周辺の良

好な居住地の形成、アクセス道路の整備等による持続可能なまちづくりを検討する。 

 

留意すべき観点２ 小郡鳥栖南 SIC周辺での適切な土地利用 

・ 隣接する鳥栖市の動向を踏まえつつ、産業拠点に位置づけた小郡鳥栖南ＳＩＣ周辺にお

ける広域交流連携のポテンシャルを生かすような産業の立地誘導により雇用の場を創

出することを検討する。 

 

留意すべき観点３ 農業や自然環境との調和に配慮した地域資源の活用によ

る既存集落の活力の再生 

・ 市街化調整区域である検討区域では、地区計画制度を活用した土地利用のコントロール

による住環境の整備とともに、生活サービスや雇用の場を創出する都市機能を誘導する

ための基盤整備等の方向性を検討する。 

・ 宝満川とその周辺に位置づけられている景観形成重点地区においては、建築物等の制限

に留意した土地利用や親水空間の創出を検討する。 

 

留意すべき観点４ 土地利用を踏まえた水害対策 

・ 近年、激甚化・頻発化する自然災害に備えるため、宝満川の想定最大規模の降雨による

洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深（最大 5.0~10.0m 未満）を踏まえ、

流域治水の考えのもと、土地利用に応じたハード・ソフト両面からの水害対策について

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) まちづくりの課題 

検討区域の現状、上位・関連計画における位置づけ等を踏まえ、まちづくりの課題を整理した。 

 

まちづくりの課題１ 将来的な人口減少を見据えた持続可能なまちづくりへの

転換が必要 

・ 市全体の人口減少の傾向に対し、検討区域内の人口は 2010（平成 22）年以降、高齢化

は進んでいるものの、30～40 歳代を中心とした世帯の流入が進み、人口は増加傾向に

ある。しかし、当該区域においても将来的には人口減少が予想されるため、人口増加傾

向にある今のうちから、西鉄端間駅を中心とした生活利便性の高い持続可能なまちづく

りを推進することが必要である。また、当該区域は商業施設が不足しているため、鉄道

駅周辺や幹線道路沿道等のアクセス性の高い場所への商業機能の確保が必要である。 

 

まちづくりの課題２ 小郡鳥栖南 SIC周辺の交通利便性を生かす適切な土地利

用に向けた土台づくりが必要 

・ 小郡鳥栖南 SIC 周辺は、広域からの交通利便性が向上することから、特に倉庫・物流

関連企業等の産業立地のポテンシャルを有している。しかし、現状は農地が大部分を占

め、水害リスクが存在するほか、市街化調整区域に該当するなど産業立地に向けて必要

な条件が整備されていないため、産業の誘致を促進するための土台となる基盤整備や都

市計画上の規制の見直し等が必要である。 

 

まちづくりの課題３ 営農環境・自然環境と調和した土地利用が必要 

・ 検討区域には、現状農地が広がっているが、営農者の高齢化、後継者不足により、今後

空き地や耕作放棄地が生じる可能性がある。そのため、地域特性や営農状況、流域治水

の観点に基づく必要性等に応じて、営農環境を保全する箇所と産業用地等への転換を図

る箇所を整理し、計画的に土地利用を誘導することが必要である。 

・ 宝満川とその周辺の自然環境の保全、親水空間の創出が必要である。 

 

まちづくりの課題４ 既存集落における住環境の維持が必要 

・ 検討区域の南に位置し西鉄味坂駅に近接している今朝丸地区の既存集落は、県道久留米

小郡線の沿道という交通利便性の高い地域である。本市がコンパクト・プラス・ネット

ワークのまちづくりを推進していく中で、鉄道駅に近接している当該地域の特性を踏ま

え、地域活力の維持につながるような取組みを推進することが必要である。 

 

まちづくりの課題５ 水害が日常生活や都市活動に及ぼす被害の 減が必要 

・ 検討区域は、宝満川の洪水浸水想定区域に含まれ、豪雨による浸水被害が発生している。

そのため、新たな土地利用の検討状況や既存集落における安全・安心な住環境の確保の

観点を踏まえながら、流域治水の考えに基づき、ハード・ソフトの両面から防災・減災

対策を進めることが必要である。 
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 のᇶᮏⓗ᪉ྥࡾࡃ࡙ࡕࡲ (5)
本ᕷでは、ᕷෆの㕲㐨㥐 12 㥐及びᖿ⥺㐨㊰ἢ㐨を୰ᚰに㒔ᕷ的ᅵ地用を進ࡵていて、後は、進⾜

する高㱋やேཱྀῶᑡ、⃭⏒・㢖発している⮬↛⅏ᐖ等、本区域を取りᕳࡃ♫ໃやྛ種⎔ቃのኚ

に対ᛂしたまち࡙ࡃりを計⏬的に進ࡵることがồࡵられている。そのたࡵ、ᣢ⥆可能なまちのᐇ⌧に向

けて、㕲㐨㥐周辺への㒔ᕷᶵ能の⥔ᣢ・㞟⣙による⏕ά౽性の⥔ᣢ・向上、㕲㐨㥐へのアࢡセࢫ性の向

上、㇏かな⮬↛⎔ቃや㎰地とࣛࣂンࢫのとれたᅵ地用を図り、ఫࡾࡃ࡙ࡕࡲࡿࢀࡽࡅ⥆ࡳを進ࡵる。 
らに、ᑠ㒆㫽ᰨ༡ࡉ SIC がࡶたらす㏻౽性の高まりを⏕かした⏘業誘致を進ࡵ、ఫみ⥆けられるࡔ

けでなࡃ、ാࡾࡃ࡙ࡕࡲࡿࢀࡽࡅ⥆ࡁを進ࡵる。 
また、検討区域はὥỈᾐỈᐃ区域がᗈがࡗていることから、流域Ỉの⪃えにᇶ࡙ࡃỈ対⟇と⤌み

合ࡏࢃたᅵ地用をಁ進することにより、Ᏻ・Ᏻᚰࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡞を進ࡵる。 
 
ᇶᮏⓗ᪉ྥձ ➃㛫㥐ࢆ୰ᚰࡓࡋ౽性ࡀ㧗ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࠸の᥎進 

 「ᑠ㒆ࣜࣂーパーࢡ拠点地区」にྵまれるす㕲➃㛫㥐周辺やアࢡセࢫ性の高いᖿ⥺㐨㊰ἢ

㐨に⏕άをᨭえるᶵ能の㞟✚を図り、ᕷ⾤区域に⦅ධした⚟❺地区等をྵࡵた周辺地域

においてࡶ計⏬的にᕷ⾤地を形ᡂすることにより、す㕲➃㛫㥐を୰ᚰとした⏕ά౽性が

高ࡃᣢ⥆可能なまち࡙ࡃりを᥎進する。 

 ᑠ㒆㫽ᰨ༡ SICの整備にとࡶない、流ධ㏻㔞のቑຍがᐃࡉれる。ቑຍする㏻㔞に㐺

切に対ᛂするととࡶに、本地域周辺一体のᐃఫಁ進に向けてアࢡセࢫ㐨㊰を整備し、㏻

౽性や㏻Ᏻ性の向上を図る。 

 
ᇶᮏⓗ᪉ྥղ ᑠ㒆㫽ᰨ༡ SIC  企業ㄏ⮴・㞠⏝のሙの出ࡓࡋ⏕ࢆ

 ᑠ㒆㫽ᰨ༡ SIC の整備に合ࡏࢃ、㫽ᰨᕷの⏘業団地検討のື向や本ᕷഃの検討区域にಀ

るᅵ地用のニーズ、Ỉᐖࣜࢡࢫ等を踏まえながら、周辺⎔ቃに༑ศ配៖した㐺切なᅵ地

用を計⏬的に誘ᑟすることにより、企業の❧地ಁ進・㞠用のሙの出を図る。 

 
ᇶᮏⓗ᪉ྥճ ㎰地ࡸ⮬↛⎔ቃ調ࡓࡋᅵ地⏝のಁ進 

 ᑠ㒆㫽ᰨ༡ SICの整備により企業の進出意欲が高まることがᐃࡉれる地域は、㒔ᕷ計⏬

ᡭ法のά用により↓⛛ᗎな㎰地㌿用をᢚไし、㎰業と調した計⏬的なᅵ地用を進ࡵる。 
 㕲㐨㥐に㏆᥋し、ᖿ⥺㐨㊰ἢ㐨に位置する᪤Ꮡ㞟ⴠでは、㏻౽性や⮬↛⎔ቃ等の地域

≉性を⏕かし、Ⰻዲなఫ⎔ቃの形ᡂを᥎進することにより、᪤Ꮡ㞟ⴠにおけるάຊの⥔ᣢ

を図る。 

 
ᇶᮏⓗ᪉ྥմ Ỉ対⟇ࡓࡏࢃྜࡳ⤌計画ⓗ࡞㒔ᕷⓗᅵ地⏝のಁ進 

 㒊ศがὥỈᾐỈᐃ区域にྵまれる検討区域の㜵⅏・ῶ⅏対⟇として、新たなᅵ地用

計⏬と合ࡏࢃて調整ụを確ಖするな、区域ෆの㈓Ỉ・Ỉᶵ能のᙉを図るととࡶに、

流域Ỉの⪃え方のࡶと、ᕷෆ域で㞵Ỉのᾐ㏱・㈓␃ᶵ能のಖ・ᙉに取り⤌ࡴな、

㞵⅏ᐖに備えたᅵ地用をಁ進する。 

 

 

ᅗ 2 ␃ពࡁࡍほⅬㄢ㢟ࢆ㋃ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡓ࠼ࡲのᇶᮏⓗ᪉ྥ 

 
  

上位・関連計画を踏まえた
留意すべき観点

まちづくりの課題

まちづくりの基本的方向

z 将来的な人口減少を見据えた持続
可能なまちづくりへの転換が必要

z 端間駅を中心とした利便性が高いまちづくりの推進

z 農地や自然環境と調和した土地利用の促進

z 小郡鳥栖南SICを生かした企業誘致・雇用の場の創出

z 治水対策と組み合わせた計画的な都市的土地利用の促進

z 持続可能な集約型のまちづくりの
推進

z 整備中の小郡鳥栖南SIC周辺の交
通利便性を生かす適切な土地利用
に向けた土台づくりが必要

z 営農環境・自然環境と調和した土地
利用が必要

z 既存集落における住環境の維持が
必要

z 水害が日常生活や都市活動に及ぼ
す被害の低減が必要

z 農業や自然環境との調和に配慮し
た地域資源の活用による既存集
落の活力の再生

z 小郡鳥栖南SIC周辺での適切な
土地利用

z 土地利用を踏まえた水害対策

小郡鳥栖南SIC周辺の交通利便性
を生かす適切な土地利用に向けた
土台づくりが必要　
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(6) ᅵ地⏝ᵓ 
上位・関連計⏬や、まち࡙ࡃりのᇶ本的方向、ㄢ㢟を踏まえ、検討区域におけるᅵ地用ᵓを検討した。 
 ーンᙧᡂ᪉㔪ࢰ (1

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ 3 ᵓᅗ（） 

 
  

➨ 2 ḟᑠ㒆ᕷ㒔ᕷ計⏬ࢫ࣐ターࣛࣉンにおいて「地域拠点」に位置

࡙けているす㕲➃㛫㥐は㥐๓ᗈሙを整備することにより、㥐そのࡶの

の౽性や㏻Ᏻ性の向上を図るととࡶに、㥐周辺にၟ業、බඹබ

┈施設、金⼥・་⒪施設等の⏕ά౽施設の誘ᑟを図る。 
す㕲➃㛫㥐ᮾཱྀは⟇ᐃ済みの地区整備計⏬を㐠用し、す㕲➃㛫㥐す

ഃの地区計⏬区域においてࡶ地区整備計⏬を⟇ᐃすることにより、地

域の≉性を⏕かしたᅵ地用を図る。す㕲➃㛫㥐から㒔ᕷ計⏬㐨㊰୕

ἑす⚟❺⥺とのᕪ点にΏる地域では、㒔ᕷ計⏬法➨ 34 条➨ 11 ྕ

区域ᣦᐃによる一ᡞ建てᑓ用ఫᏯをチᐜするไ度を㐠用し、Ⰻዲなఫ

⎔ቃの形ᡂを図りつつ、地区計⏬の⟇ᐃによるᅵ地用のコントロー

ルやᕷ⾤区域への⦅ධを検討する。 
➨ 2ḟᑠ㒆ᕷ㒔ᕷ計⏬ࢫ࣐ターࣛࣉンにおいて「地域㏻ᖿ⥺㐨㊰」

に位置࡙けている┴㐨㫽ᰨᮅ倉⥺、㒔ᕷ計⏬㐨㊰᳃す⚟❺⥺の整備

をಁ進し、┴㐨㫽ᰨᮅ倉⥺は、整備ಁ進に合ࡏࢃ、ᕪ点ᨵⰋ、Ṍ㐨

整備等、㐨㊰ᶵ能のᣑを図る。 
ᬒほ形ᡂ㔜点地区にᣦᐃࡉれているᐆ‶ᕝとその周辺は、建⠏物等

のไ㝈に␃意し、⮬↛にゐれ合えるぶỈ✵㛫の整備やἙᕝ敷の⥔ᣢ・

⟶理を進ࡵる。 

ձ ➃㛫㥐࿘㎶ࡿࡅ࠾⏕ά౽性の⥔ᣢ・ྥୖᐃఫ⎔ቃ࡙ࡾࡃ

（㥐୰ᚰのࢰࡾࡃ࡙ࡕࡲーン） 

ᕷ⾤区域に⦅ධした⚟❺地区は、⟇ᐃ済みの地区計⏬を㐠用し、

㒔ᕷ計⏬㐨㊰୕ἑす⚟❺⥺ἢ㐨に⏕ά౽施設等を誘ᑟするととࡶ

に、᪤ᏑのఫᏯ地やබඹ施設、㐠ືᗈሙを⏕かしながら、⮬↛⎔ቃと

調したⰋዲなఫ⎔ቃの形ᡂを図り、必要にᛂࡌて用㏵地域のぢ┤し

を検討する。 
➨ 2ḟᑠ㒆ᕷ㒔ᕷ計⏬ࢫ࣐ターࣛࣉンにおいて「地域㏻ᖿ⥺㐨㊰」

に位置࡙けている㒔ᕷ計⏬㐨㊰୕ἑす⚟❺⥺の整備をಁ進する。 

ղ ᪤ᏑのఫᏯ地・බඹ施タࡓࡋ⏕ࢆᐃఫ⎔ቃ࡙ࡾࡃ（ၟ業・ఫᏯ

 （ーンࢰ

➨ 2 ḟᑠ㒆ᕷ㒔ᕷ計⏬ࢫ࣐ターࣛࣉンにおいて「⏘業拠点」に位置࡙けてい

て、ᑠ㒆㫽ᰨ༡ SIC の整備によりᗈ域からの㏻౽性が向上する地域では、

進出意欲の高まりがᐃࡉれる倉庫・物流⣔企業等の❧地をಁ進するたࡵ、事

業者ニーズやỈᐖࣜࢡࢫに配៖しつつ、ᅵ地区⏬整理事業によるᇶ┙整備や地

区計⏬の⟇ᐃによるᅵ地用のコントロールを図る。 
ᕷ⾤調整区域や㎰業⯆地域の㎰用地区域については、周辺のఫ⎔ቃやႠ

㎰⎔ቃ等に配៖しつつ、必要にᛂࡌて関ಀᶵ関と༠㆟の上、ᕷ⾤区域への⦅

ධや㎰用地区域のぢ┤しについて検討する。 
ᬒほ形ᡂ㔜点地区にᣦᐃࡉれているᐆ‶ᕝとその周辺は、建⠏物等のไ㝈に

␃意し、⮬↛にゐれ合えるぶỈ✵㛫の整備やἙᕝ敷の⥔ᣢ・⟶理を進ࡵる。 

ճ ᪂ SIC࿘㎶ࡿࡅ࠾ᗈᇦ㏻の౽性ࡓࡋ⏕ࢆὶ㏻業ົᶵ能ࢆㄏᑟࡿࡍ

⎔ቃ࡙ࡾࡃ（ὶ㏻業ົ地ᩚഛ᥎進ࢰーン） 
 

す㕲ᆏ㥐に㏆᥋し、➨㸰ḟᑠ㒆ᕷ㒔ᕷ計⏬ࢫ࣐ターࣛࣉンにおいて「地域

㏻ᖿ⥺㍈」に位置࡙けられている┴㐨ஂ␃⡿ᑠ㒆⥺のἢ㐨にఫᏯ等が❧地し

ている地域では、新たに地区計⏬を⟇ᐃすることにより、Ỉᐖ対⟇を踏まえな

がら、㏻౽性やἙᕝἢいの㇏かな⮬↛⎔ቃ等の地域≉性を⏕かしたᅵ地

用を᥎進し、㎰業⎔ቃと調した㞟ⴠάຊの⥔ᣢ・ቑ進を図る。 

մ ᪤Ꮡ㞟ⴠのάຊ⥔ᣢ・ቑ進ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡓࡅྥ（㞟ⴠ⥔ᣢࢰーン） 

検討区域に一㒊がヱ当する一団の᪤Ꮡ㎰ᐙ㞟ⴠでは、Ⴀ㎰ಁ進⟇等による㐺

切な⥔ᣢ⟶理施⟇を㏻ࡌて、ඃⰋ㎰地のಖを図るか、流域Ỉの⪃えにᇶ

࡙き、㞵Ỉ㈓␃ᶵ能を確ಖするほ点からࡶ、㎰地のಖを図る。 

յ ㎰業ඹ⏕のࡾࡃ࡙ࡕࡲ（㎰業ඹ⏕ࢰーン） 

検討区域の下流域には、Ỉᐖࣜࢡࢫに対する㞵Ỉ㈓␃ᶵ能として調整ụ等を

整備し、ᖹには地域ఫẸが㐠ືやᗣ࡙ࡃりにಀるάືでά用することによ

り、流ಁ進やᗣቑ進のሙの出を図る。 

ն Ỉ対⟇ࢆ地ᇦὶのሙの出ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡍ⏕（᠁ࢰ࠸ーン） 
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(6) 土地利用構想（案） 

上位・関連計画や、まちづくりの基本的方向、課題を踏まえ、検討区域における土地利用構想（案）を検討した。 

1) ゾーン形成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3 構想図（案） 

 

  

第 2次小郡市都市計画マスタープラン【改定案】において「地域拠

点」に位置づけている西鉄端間駅は駅前広場を整備することにより、

駅そのものの利便性や交通安全性の向上を図るとともに、駅周辺に商

業、公共公益施設、金融・医療施設等の生活利便施設の誘導を図る。 

西鉄端間駅東口は策定済みの地区整備計画を運用し、西鉄端間駅西

側の地区計画区域においても地区整備計画を策定することにより、地

域の特性を生かした土地利用を図る。西鉄端間駅から都市計画道路三

沢西福童線との交差点に渡る地域では、都市計画法第 34 条第 11号

区域指定による一戸建て専用住宅を許容する制度を運用し、良好な住

環境の形成を図りつつ、地区計画の策定による土地利用のコントロー

ルや市街化区域への編入を検討する。 

第 2次小郡市都市計画マスタープラン【改定案】において「地域交

通幹線道路」に位置づけている県道鳥栖朝倉線、都市計画道路二森西

福童線の整備を促進し、県道鳥栖朝倉線は、整備促進に合わせ、交差

点改良、歩道整備等、道路機能の拡充を図る。 

景観形成重点地区に指定されている宝満川とその周辺は、建築物等

の制限に留意し、自然に触れ合える親水空間の整備や河川敷の維持・

管理を進める。 

① 端間駅周辺における生活利便性の維持・向上と定住環境づくり

（駅中心のまちづくりゾーン） 

市街化区域に編入した福童地区は、策定済みの地区計画を運用し、

都市計画道路三沢西福童線沿道に生活利便施設等を誘導するととも

に、既存の住宅地や公共施設、運動広場を生かしながら、自然環境と

調和した良好な住環境の形成を図り、必要に応じて用途地域の見直し

を検討する。 

第 2次小郡市都市計画マスタープラン【改定案】において「地域交

通幹線道路」に位置づけている都市計画道路三沢西福童線の整備を促

進する。 

② 既存の住宅地・公共施設を生かした定住環境づくり（商業・住宅

ゾーン） 

第 2次小郡市都市計画マスタープラン【改定案】において「産業拠点」に位

置づけていて、小郡鳥栖南 SICの整備により広域からの交通利便性が向上する

地域では、進出意欲の高まりが想定される倉庫・物流系企業等の立地を促進す

るため、事業者ニーズや水害リスクに配慮しつつ、土地区画整理事業による基

盤整備や地区計画の策定による土地利用のコントロールを図る。 

市街化調整区域や農業振興地域の農用地区域については、周辺の住環境や営

農環境等に配慮しつつ、必要に応じて関係機関と協議の上、市街化区域への編

入や農用地区域の見直しについて検討する。 

景観形成重点地区に指定されている宝満川とその周辺は、建築物等の制限に

留意し、自然に触れ合える親水空間の整備や河川敷の維持・管理を進める。 

③ 新 SIC周辺における広域交通の利便性を生かした流通業務機能を誘導する

環境づくり（流通業務地整備推進ゾーン） 

 

西鉄味坂駅に近接し、第２次小郡市都市計画マスタープラン【改定案】にお

いて「地域交通幹線軸」に位置づけられている県道久留米小郡線の沿道に住宅

等が立地している地域では、新たに地区計画を策定することにより、水害対策

を踏まえながら、交通利便性や河川沿いの豊かな自然環境等の地域特性を生か

した土地利用を推進し、集落の活力維持・増進を図る。 

④ 既存集落の活力維持・増進に向けたまちづくり（集落維持ゾーン） 

検討区域に一部が該当する一団の既存農家集落では、営農促進策等による適

切な維持管理施策を通じて、優良農地の保全を図るほか、流域治水の考えに基

づき、雨水貯留機能を確保する観点からも、農地の保全を図る。 

⑤ 農業共生のまちづくり（農業共生ゾーン） 

検討区域の下流域には、水害リスクに対する雨水貯留機能として調整池等を

整備し、平時には地域住民が運動や健康づくりに係る活動で活用することによ

り、交流促進や健康増進の場の創出を図る。 

⑥ 治水対策を地域交流の場の創出に生かすまちづくり（憩いゾーン） 

図 2.2.3 構想図（案） 

ン
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（参考資料）対象地区への進出・開発可能性企業ニーズアンケート 
1.2.3 アンケートの計画・実施 

(1) 調査概要 
調査概要は下表のとおりである。 

表 2 調査概要 

項目 内容 

目的  対象地区への進出・開発の可能性について、事業者の意欲や要望等を把握し、企業ニー

ズ及び対象地区のポテンシャルを整理すること 
対象地区  対象地区は、下図の敷地 A、敷地 B 

 
配布対象  調査目的及び過年度の調査結果を踏まえ、以下の条件で抽出した 50 の事業者 

①過年度調査を踏まえ、より具体・最新の意向を聴取することが必要 
→過年度調査対象事業者（総合建設業事業者）のうち、回答を回収できており、検討

区域における事業展開の可能性が低いと回答していない事業者 
②過年度調査結果より、対象地への誘致可能性の高い業種が「物流倉庫」であることを 

確認済み 
→倉庫・物流関連事業者のうち、九州に事業所を有し、資本金上位の事業者 

③一団の物流拠点として整備する可能性あり 
→ディベロッパー等、テナント型物流施設や物流センターの整備を展開している事業 
 者 

依頼方法  過年度調査対象企業については過年度調査資料より、その他事業者は代表電話や HP
等より、担当者の連絡先を確認し、電話連絡で同意を得られた事業者にのみ配布資料

をメール送付後、回答方法等説明の電話連絡 
配布資料  依頼文：目的、回答方法、回答用 URL・QR コード、回答締切日等 

 事業概要：検討区域の位置、周辺状況、敷地条件等 
回答方法  Microsoft forms を用いた web 形式 

  
 

配布・回収数  計 50 事業者から同意を得てアンケートを配布し、33 事業者から回答を回収 
 回答率は 66.0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 配布数 回収数 回収率 

総合建設業 36 30 83.3％ 

物流・倉庫関連事業者 12 3 25.0% 

ディベロッパー等 2 0 0.0% 

合計 50 33 66.0% 
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(2) 調査内容 
物流・倉庫としての土地利用可能性について、下表に示す項目及び回答方式の設問を設定した。 

なお、1-1～1-6 は敷地 A、敷地 B のそれぞれについて聴取した。 

表 3 調査内容 

設問項目 回答方式・選択肢 

物
流
・
倉
庫
と
し
て
の 

土
地
利
用
可
能
性 

1-1．土地利用可

能性の有無 

≪選択肢≫単数回答 

 土地利用の可能性はある 

 条件次第で検討余地はある 

 地域を知らないのでよく分からない 

 土地利用の可能性は無い 

1-2．土地利用可

能性が無い理由 

➢ 具体的な理由を自由回答 

物
流
・
倉
庫
と
し
て 

土
地
利
用
す
る
場
合
の
具
体
の
方
法
・
条
件
等 

1-3．誘致可能性

のある物流倉庫

の種別 

≪選択肢≫単数回答 

 １～３類 普通倉庫 

 野積倉庫 

 貯蔵槽倉庫 

 危険品倉庫 

 トランクルーム 

 冷蔵倉庫 

 その他（自由記述） 

1-4．敷地規模・

建物規模の条件 

➢ 土地利用するに当たっての敷地面積を自由回答。 

※「●●ha以上」の形式で、最低限度の数値のみ 

➢ 土地利用するに当たっての建築物の延床面積を自由回答。 

※「●●㎡程度」の形式で、数値のみ 

1-5．立地するた

めの前提条件 

≪選択肢≫複数回答 

 地元調整が済んでいる 

 市の方で先行用地買収が済んでいる 

 アクセス道路の整備が済んでいる 

 排水対策が済んでいる 

 区画整理等の基盤整備が済んでいる 

 その他（自由記述） 

1-6．土地の権利

関係の要望【要

確認】 

≪選択肢≫単数回答 

 地権者から民間事業者への売却 

 地権者から民間事業者への定期借地権契約による貸付 

➢ 【「売却」を希望した方】想定売買単価を自由回答。 

※「●●円/㎡程度」の形式で、目安となる数値のみ 

設問項目 回答方式・選択肢 

物
流
・
倉
庫
と
し
て 

土
地
利
用
す
る
場
合
の
具
体
の

方
法
・
条
件
等
※ 

➢ 【「定期借地権契約により貸付」を希望した方】想定貸付期間を選択 

≪選択肢≫単数回答 

 20年 

 30年 

 40年 

 50年 

 50年以上 

➢ 【「定期借地権契約により貸付」を希望した方】想定賃料単価を自由回答。 

※「月額●●円/㎡程度」の形式で、目安となる数値のみ 

➢ 土地の権利関係の回答の理由を具合的に自由回答 

そ
の

他 

1-7．事業に関す

る意見・要望 

➢ 事業についての意見・要望等を自由回答 

➢ 基本情報 ➢ 社名、担当部署名、担当者名、連絡先等を自由回答 

 

1.2.4 アンケート回答結果の整理 
(1) 土地利用の可能性の有無 
「土地利用の可能性はある」「条件次第で検討予知はある」の回答を合計すると、敷地 A は 72.7%、敷

地 B は 66.6%であり、いずれも過半数となっていることから、倉庫・物流としての土地利用のニーズは一

定程度あるものとみられる。敷地 A（北側）の方が敷地 B（南側）よりもニーズが高く、代表的な理由は

敷地 B の南北に縦長な敷地形状と浸水リスクが挙げられている。 

1) 敷地 A 

 

図 4 敷地 Aの物流倉庫としての土地利用の可能性 

2) 敷地 B 

 

図 5 敷地 Bの物流倉庫としての土地利用の可能性  
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(2) 敷地面積 
敷地 A で最低限必要な敷地面積の合計は 62.8ha（敷地 A は 36.9ha）、敷地 B で最低限必要な敷地面積

の合計は 78.3ha（敷地 B は 73.3ha）であり、回答者の重複を考慮すると、アンケート結果としては、約

78.3ha を用意すればニーズには概ね対応可能である（敷地全域を指す回答は除外）。 

1) 敷地 A 

 

図 6 敷地 Aで想定する敷地面積 

2) 敷地 B 

 

図 7 敷地 Bで想定する敷地面積 

 

 

 

 

(3) 土地利用にあたっての条件 
敷地 A、敷地 B のいずれも、物流倉庫として土地利用をするにあたって主に求められている条件は、ア

クセス道路整備、地元調整、排水のための盛土造成工事が済んでいることである。 

1) 敷地 A 

 

図 8 敷地 Aの土地利用にあたっての条件 

 

2) 敷地 B 

 

 

図 9 敷地 Bの土地利用にあたっての条件 

(4) その他個別意見等 
1) 土地利用可能性全般 

 物流用地としてはかなりの好立地、事業性は問題なし 

 鳥栖市の計画もあるため、供給過多になる可能性 

 地権者の総意が得られていなければ事業者は興味を持てない、調整済みであれば事業も迅速に

進展 

 浸水対策が講じられれば進出企業立地が促進 

2) 事業者が求める 報 
 工程・事業スケジュール（事業化スケジュールが遅れればニーズに影響） 

 護岸整備等の行政による浸水対策、国・県・市の考え（市・地権者・民間企業いずれかに過度な

負担とならないよう、国、県等も巻き込んで取り組むべきではないか） 
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